
■議案第４３号 四万十町集会所等条例の一部を改正する条例について 

【要旨】 

 四万十町上秋丸５４８番地２に設置している四万十町上秋丸集会所については、平

成２年度水力交付金を活用して建設した集会所です。 

現在建築から２６年が経過しており、上秋丸集落へ譲与する協議が整ったことから、

四万十町集会所等条例より当該集会所を削除しようとするものです。 

 

【上秋丸集会所】 

 平成３年３月３１日建築、木造平屋建 ６９．００㎡ 

 

別表第１（第２条、第７条関係） 

名称 位置 利用時間 所管課 

四万十町上秋丸集会所 四万十町上秋丸

548 番地２ 

午前８時 30 分から

午後 10 時まで 
企画課 

 


